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■ 東北農政局 青森県拠点からのお知らせ

農作業安全対策についてはこちら　☞
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農作業安全対策についてはこちら ☞

トラクターのシートベルト着用義務化

農農耕耕作作業業用用特特殊殊車車のの死死亡亡事事故故はは転転倒倒・・転転落落にによよるるももののがが多多くく、、特特にに乗乗用用型型トトララククタターーのの死死亡亡
事事故故がが多多いい状状況況をを受受けけ、、道道路路運運送送車車両両のの保保安安基基準準改改正正にによよりり、、乗乗用用型型トトララククタターーでで道道路路をを走走
行行すするる際際ににはは、、シシーートトベベルルトト着着用用がが義義務務化化さされれるるここととととななりりままししたた。。
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